
障
害
者
に
対
す
る
偏
⾒
や
差
別
の
な
い
共
⽣
社
会
の
実
現
に
向
け
た

対
策
推
進
本
部
に
関
す
る
取
組
の
進
捗
状
況 対
応
状
況

総
理
指
⽰
（
７
・２
９
）

○
厚

生
労

働
省
に
お
い
て
、
「
障
害
者
が
希
望
す
る

「
結

婚
・
出

産
・
子
育
て
」
支
援
取
組
事
例
集
」
に
つ
い

て
、
「
サ

ー
ビ
ス
管

理
責

任
者

・
児

童
発

達
支

援
管

理
責

任
者

指
導

者
養

成
研

修
会

」
、
「
全

国
自

閉
症

支
援

者
協

会
」
等

で
の

周
知

を
行

っ
て
い
る
。
今

後
、

「
共

生
社

会
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
等

、
様

々
な
研

修
や

イ
ベ
ン

ト
等

の
機

会
を
通

じ
て
、
自

治
体

や
事

業
者

、
支

援
者

等
へ

の
周

知
を
行

う
予

定
。

〇
ま
た
、
本

年
度

中
に
、
自

治
体

や
事

業
者

、
支

援
者

等
向

け
に
解

説
動

画
を
作

成
す
る
と
と
も
に
、
障

害
当

事
者

の
方
に
も
当
該
事
例
集
の
内
容
が
伝
わ
り
や

す
い
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作

成
し
、
活

用
を
図

る
。

〇
「
結

婚
、
出

産
、
子

育
て
を
含

め
、
障

害
者

が
ど
の

よ
う

な
暮
ら
し
を
送
る
か
は
本
人
が
決
め
る
こ
と
」
を
前
提
と
し
て
、

障
害

者
の

意
思

決
定

の
支

援
に
配

慮
し
つ
つ
、
希

望
す
る

生
活

の
実

現
に
向

け
た
支

援
を
行

う
こ
と
が

必
要

で
す
。

こ
の

た
め
に
は

、
障

害
者

の
地

域
生

活
の

支
援

と
併

せ
て
、
障

害
福

祉
や

母
子

保
健

・
児

童
福

祉
の

関
係

機
関

・
事

業
所

が
連

携
し
、
必

要
な
サ

ー
ビ
ス
の

活
用

や
見

守
り

等
の

支
援

体
制

を
構

築
し
て
い
く
こ
と
が

不
可

欠
で
あ
り
、

本
年

６
月

に
示

さ
れ

て
い
る
事

例
集

の
周

知
徹

底
を
図

る
な
ど
、
取

組
を
推

進
し
て
く
だ
さ
い
。

結 婚 、 出 産 、 子 育 て を 含 め た 希 望 す る

生 活 の 実 現 に 向 け た 支 援 の 取 組 の 推 進

〇
各

府
省

庁
、
地

方
支

分
部

局
、
独

立
行

政
法

人
等

を
対

象
に
、
「
対
応
要
領
」
に
基
づ
く
職
員
へ
の
研
修
・

啓
発

に
関

す
る
点
検
依
頼
を
９
月
に
発
出
済
。

〇
点

検
及

び
障

害
当

事
者

か
ら
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
等

の
結

果
を
踏

ま
え
、
職

員
の

研
修

・
啓

発
に
向

け
た
取

組
を
検

討
の

上
、
新

た
な
行

動
計

画
に
反

映
さ
せ

る
予

定
。

〇
障

害
者

差
別

解
消

法
に
基

づ
き
、
各

府
省

庁
に
お
い
て
、

職
員

が
適

切
に
対

応
す
る
た
め
に
必

要
な
「
対

応
要

領
」
や

、
事

業
者

が
適

切
に
対

応
す
る
た
め
に
必

要
な
「
対

応
指

針
」

を
策

定
し
て
い
ま
す
。
取

組
の

実
効

性
が

上
が

る
よ
う
、
ま

ず
は
各
府
省
庁
が
「
対
応
要
領
」
に
基
づ
き
ど
の
よ
う
な
研

修
・
啓

発
を
行

っ
て
い
る
か

を
点

検
す
る
な
ど
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル

を
回

し
、
取

組
を
強

化
し
て
く
だ
さ
い
。

各 府 省 庁 に お け る 職 員 の

研 修 ・ 啓 発 の 点 検

資
料

２

※
第
２
回
推
進
本
部
資
料
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対
応
状
況

総
理
指
⽰
（
７
・２
９
）

〇
各

府
省

庁
に
対

し
、
「
ユ
ニ
バ

ー
サ

ル
デ
ザ

イ
ン

２
０
２
０
行
動
計
画
」
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
関
す
る

依
頼
を
９
月
に
発
出
済
。

〇
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
及
び
障
害
当
事
者
か
ら
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
結

果
等

を
踏

ま
え
、
必

要
な
取

組
を
検

討
の

上
、
新

た
な
行

動
計

画
に
反

映
さ
せ

る
予

定
。

〇
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
を
機
に
策

定
さ
れ

た
「
ユ
ニ
バ

ー
サ

ル
デ
ザ

イ
ン
２
０
２
０
行

動
計

画
」
に
お

け
る
「
心

の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
」
の

取
組

等
は

、
東

京
大

会
の

レ
ガ

シ
ー
と
言

え
る
も
の

で
す
。

旧
優

生
保

護
法

を
巡

る
今

日
の

状
況

や
パ

リ
大

会
の

開
催

を
踏

ま
え
、
「
心

の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
」
に
係

る
学

校
教

育
・
企

業
等

・
地

域
に
お
け
る
取

組
、
国

民
全

体
に
向

け
た
取

組
、
更

に
は

障
害

者
自

身
に
よ
る
取

組
等

に
つ
い
て
、
そ
の

実
施

状
況

を
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
と
と
も
に
、
新

た
な
課

題
も
取

り
込

み
つ
つ
、
取

組
の

強
化

を
図

っ
て
く
だ
さ
い
。

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 二 〇 二 〇

（ 心 の バ リ ア フ リ ー 等 ） の フ ォ

ロ ー ア ッ プ ・ 取 組 強 化

〇
第

１
回
推
進
本
部
の
開
催
後
、
全
府
省
庁
の
局

長
級

を
構

成
員

と
す
る
幹

事
会

を
２
回

開
催

。
・

第
１
回
（
７
月
2
9
日
）

第
１
回
推
進
本
部
の
概
要
報
告
、
今
後
の
幹

事
会
の
進
め
方
に
関
す
る
関
係
府
省
庁
間
で
の

共
有

・
第
２
回
（
８
月
3
0
日
）

今
後

、
障

害
当

事
者

か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実

施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
重

要
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
等

に
つ
い
て
、
障
害
当
事
者
を
含
む
３
名
の
有
識
者

構
成

員
が

講
演

を
行

い
、
質

疑
応

答
を
実

施
＜

有
識
者
構
成
員
＞

石
川

准
静
岡
県
立
大
学
名
誉
教
授

（
視
覚
障
害
当
事
者
）

田
門

浩
弁
護
士
（
聴
覚
障
害
当
事
者
）

坂
元

茂
樹

人
権
教
育
啓
発
セ
ン
タ
ー
理
事
長

〇
当
本
部
を
中
心
に
今
申
し
上
げ
た
取
組
を
進
め
て
い
く
に
当

た
っ
て
は

、
障

害
当

事
者

か
ら
意

見
を
伺

う
こ
と
が

不
可

欠
で

す
。
こ
の

た
め
、
当

本
部

の
下

に
置

か
れ

る
幹

事
会

に
お
い
て
、

有
識

者
の

協
力

を
得

て
、
障

害
当

事
者

の
方

か
ら
ご
意

見
を

伺
っ
た
上

で
、
当

本
部

の
成

果
を
と
り
ま
と
め
る
体

制
を
構

築
し
て
く
だ
さ
い
。

障 害 当 事 者 の 意 見 を 反 映 す る 体 制 の 構 築

障
害
者
に
対
す
る
偏
⾒
や
差
別
の
な
い
共
⽣
社
会
の
実
現
に
向
け
た

対
策
推
進
本
部
に
関
す
る
取
組
の
進
捗
状
況
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障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策 

推進本部の設置について 

令和６年７月 26 日 

閣 議 決 定 

１ 旧優生保護法に係る令和６年７月３日の最高裁判所判決を受け、

優生思想及び障害者に対する偏見や差別の根絶に向け、これまで

の取組を点検し、教育・啓発等を含めた取組を強化するため、内閣

に、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対

策推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

２ 本部の構成員は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要が

あると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

本部長  内閣総理大臣 

副本部長 内閣官房長官 

内閣府特命担当大臣（こども政策 少子化対策 若者

活躍 男女共同参画） 

本部員  他の全ての国務大臣 

３ 本部の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官房

において処理する。 

４ 前三項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必

要な事項は、本部長が定める。 

参考

3



障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた 

対策推進本部幹事会の開催について 

令和６年７月 26 日 
障害者に対する偏見や差別のない共生社会の 
実現に向けた対策推進本部長決定 

１ 障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策

推進本部の設置について（令和６年７月 26 日閣議決定）第４項に

基づき、関係行政機関相互の連携を図るため、障害者に対する偏見

や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会（以下

「幹事会」という。）を開催する。 

２ 幹事会の構成員は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要が

あると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

議長 内閣官房副長官補（内政担当） 

副議長 内閣府政策統括官（共生・共助担当） 

構成員 内閣総務官 

内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） 

内閣人事局人事政策統括官 

内閣法制局総務主幹 

宮内庁長官官房審議官 

公正取引委員会事務総局官房総括審議官 

警察庁長官官房長 

個人情報保護委員会事務局長 

カジノ管理委員会事務局次長

金融庁総合政策局総括審議官

消費者庁次長

こども家庭庁成育局長

こども家庭庁支援局長

デジタル庁戦略・組織グループ長

復興庁統括官

総務省大臣官房政策立案総括審議官

法務省大臣官房長

外務省総合外交政策局長

財務省大臣官房審議官
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文部科学省総合教育政策局長 

文部科学省初等中等教育局長 

厚生労働省職業安定局長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

農林水産省農村振興局長 

経済産業省経済産業政策局長 

国土交通省総合政策局長 

環境省大臣官房長 

防衛省大臣官房長 

その他議長が指名する者 

オブザーバー 人事院事務総局総括審議官

会計検査院事務総局次長 

３ 幹事会の庶務は、内閣府及びこども家庭庁の協力を得て、内閣官

房において処理する。 

４ 前三項に定めるもののほか、幹事会の運営に関する事項その他

必要な事項は、議長が定める。 
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